
（事業所用） 
 

岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，脱炭素社会の実現に向け，エネルギーを創って，ためて，賢く

使うことにより，エネルギー利用の最適化・効率化（以下「スマートエネルギー

化」という。）を推進するため，市内の事業所等にスマートエネルギー化に資する

機器を導入する者に対し，予算の範囲内において補助金を交付するものとし，その

交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４

８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

２ この要綱において，「事業所」とは市内に所在する民間の事務所，営業所，商

店，工場その他事業の用に供する建築物，建築物内の一区画及び建築物と一体とな

った一団の土地であって，事業活動が単一の事業主体のもとにおいて一定の場所

（一区画）を占めており，物品の生産や販売，サービスの提供が継続的に行われて

いるものをいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，市内の事

業所又は集合住宅（分譲共同住宅の共用部及び賃貸住宅を含む。以下同じ。）に別

表第１に掲げる補助対象機器を導入する事業であって，同表補助対象機器の欄に掲

げる区分に応じ，同表個別要件及び共通要件の各欄に定める要件を満たすものとす

る。ただし，補助対象機器の設置に係る工事着手後の申請は受付しないものとする

（温室効果ガス排出量見える化システムを除く。）。 

（補助事業者） 

第４条 補助事業者は，次のいずれかに該当するものとする。ただし，第１号，第４

号，第５号のいずれかに該当する者のうち，第２号，第３号に規定する契約により

補助対象機器を導入したものを除く。 

(1) 岡山市環境パートナーシップ事業グリーンカンパニー活動（以下「グリーンカン

パニー活動」という。）に登録している法人（国，地方公共団体，独立行政法人，

地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資又は運営費等の費用負担の比率
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が５０％を超える法人を除く。）又は個人事業者（以下これらを「法人等」とい

う。）であって，その事業所又は集合住宅に補助対象機器を導入しようとするもの 

(2) グリーンカンパニー活動に登録している法人等の事業所に対し，賃貸借契約に

より補助対象機器を貸与するリース事業者 

(3) グリーンカンパニー活動に登録している法人等の事業所に対し，太陽光発電設

備等を無償で設置し，当該設備から発電された電気を建物所有者等に販売する契

約（以下「ＰＰＡ」という。）により補助対象機器を設置するＰＰＡ事業者  

(4) 貸しビル等に補助対象機器を導入する貸しビル等の所有者（補助対象機器を導

入する事業所で事業活動を営む法人等がグリーンカンパニー活動に登録している

こと）又は補助対象機器を導入する貸しビルを貸借して事業を営む法人等（所有

者の同意を得ている場合に限る。） 

(5) 分譲共同住宅の共用部分に補助対象機器を導入する分譲共同住宅の管理組合。

ただし，補助対象機器導入について当該分譲共同住宅の集会の決議を得ている場

合に限る。 

(6) グリーンカンパニー活動に登録している法人等であって，その事業所に温室効

果ガス排出量見える化システムを導入しようとするもの（当該導入に係る契約の

当事者であって，市内に所在するものに限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助事業者とし

ない。 

(1) 市税を完納していない者 

(2) 規則第２０条第１項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受

け，当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して２年を経過していない者 

(3) 同一の事業所又は集合住宅の共用部において，同種の補助対象機器に係る補助

金の交付を岡山市から受けている者 

(4) 虚偽の補助金交付申請を行った者 

（補助金の交付の制限） 

第５条 同種の補助対象機器に係る補助金の交付の回数は，一事業所又は集合住宅

（同じ敷地内にある建物は，別棟でも同一の建物とみなす。）につき一回とする。

なお，温室効果ガス排出量見える化システムにあっては，導入する法人等につき一
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回とする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助事業の実施に際し支出された経費のうち，補助金の交付額算定に当たっ

て対象となる経費（消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）を除く。以

下「補助対象経費」という。）は，補助対象機器本体及び附属機器の購入費並びに設

置工事費の合計額（既存機器の撤去・処分費及び補助対象機器の設置に直接関係の

ない工事費並びに諸経費及び申請代行手数料等の費用を除く。温室効果ガス排出量

見える化システムにあっては，令和８年３月１日から令和９年２月２８日までの間

のシステム利用月額の合計額（年額払いの場合は，当該年額を無料期間を除く利用

月数で按分した額。）から値引き及び国等の類似の補助金の額を控除して得た額と

する。ただし，補助対象機器のうち太陽光発電設備，蓄電池及び高効率空調機器に

係る補助金の交付額算定に当たっては，補助対象経費を基礎としない。 

（補助金額） 

第７条 補助金額は，別表第２の補助対象機器の欄に掲げる機器に応じ，同表補助金

額の欄に掲げる額とする。 

２ 前項によって得られた額に１，０００円未満の端数があるときは，これを切り捨

てるものとする。 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付申請は，岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助金交

付申請書（温室効果ガス排出量見える化システムを除く補助対象機器の導入に係る

ものにあっては様式第１－１号。温室効果ガス排出量見える化システムの導入に係

るものにあっては様式第１－２号。）を市長に提出して行わなければならない。 

２ 規則第５条第１項に規定する市長が定める期日は，毎年３月１０日（当該日が土

曜日又は日曜日に当たるときは,その直後の月曜日）とする。 

３ 規則第５条第１項第１号に規定する事業計画書は，様式第２－１号から第２－８

号とする。 

４ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市長が必要と認める書類は，別表第３

に掲げるとおりとする。この場合において，承諾書については様式で定めるとおり

署名又は記名押印を必要とする。 



（事業所用） 
 

５ 規則第５条第２項の規定により，同条第１項第２号から第４号までに掲げる書類

の添付は要しないものとする。 

（補助金の交付の決定通知等） 

第９条 市長は，補助対象機器の導入に係る前条の補助金の交付申請があった場合

は，その内容を審査し，適当と認めたときは，補助金の交付の決定をし，申請者に

対し，補助金交付決定通知書（様式第５号）により，通知するものとする。 

２ 市長は，補助金を交付することが不適当と認めたときは，申請者に対し，その理

由を付してその旨を通知するものとする。 

（計画変更等の承認） 

第１０条 補助事業者は，補助事業等の計画を変更（市長の定める軽微な変更に係る

ものを除く。）しようとするとき，又は補助事業等を中止し，若しくは廃止しよう

とするときは，遅滞なく補助事業等計画変更・中止（廃止）申請書（様式第６号）

を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

（事業の着手） 

第１１条 第９条第１項の補助金交付決定通知を受けた者は，当該通知を受けた日か

ら３０日以内に補助事業に着手しなければならない（温室効果ガス排出量見える化

システムを除く。）。 

（状況報告の免除） 

第１２条 規則第１３条に規定する状況報告の提出は要しない。 

 （実績報告） 

第１３条 補助事業者は，当該補助事業が完了したときは，交付決定の日の属する年

度の３月２５日までに，速やかに岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助

金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて，市長に報告しなければな

らない。 

(1) 事業報告書（様式第８号） 

(2) 当該補助事業に係る経費の領収書の写し（ＰＰＡにより補助対象機器を導入し

た場合を除く。割賦販売により設置する場合にあっては，現金支払い部分の領収

書及び残金全額を支払うことが明記されている契約書等の写し） 

(3)補助対象機器の設置状況を示す写真（当該事業所に設置されたことが確認でき
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る機器の全体写真及びメーカー名，型式及び製造番号等導入された機器が確認で

きる写真。なお，同種の機器を複数導入した場合は計画配置図と比較できる番号

を付すこと。温室効果ガス排出量見える化システムにあっては，補助事業期間中

に算定した温室効果ガス排出量が確認できる資料） 

(4) 補助対象機器の保証書の写し（温室効果ガス排出量見える化システムを除く。） 

(5) 補助対象機器の賃貸借契約書の写し（リースの場合に限る。） 

(6) 太陽光電池モジュールの製造業者が発行する出力対比表又は出力対比表及び製

造番号票（型式名，製造番号及び測定出力値の記載がある製品同梱のもの）の写

し（太陽光発電設備に限る。） 

(7) ＰＰＡに係る契約書の写し（ＰＰＡの場合に限る。） 

(8) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は，前条の規定による実績報告書の提出があった場合は，その内容を

審査し，適当と認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，補助金確定通知書

（様式第９号）により，当該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１５条 第９条第２項の補助金交付決定及び確定通知又は前条の補助金確定通知を

受けた補助事業者は，速やかに補助金交付請求書（様式第１０号）を市長に提出し

なければならない。 

（手続代行者） 

第１６条 補助金の交付を受けようとする者は，補助金の交付申請等に係る手続の代

行を，補助対象機器を販売する者等に対して依頼することができる。 

２ 補助金の交付申請等に係る手続の代行をする者（以下「手続代行者」という。）

は，依頼された手続を誠意をもって実施するものとする。 

３ 市長は，手続代行者がこの要綱の規定に従って手続を遂行していないと認めると

きは，当該手続代行者に対し，当分の間，手続の代行を認めないことができる。 

（取得財産等の管理） 

第１７条 補助事業者は，補助対象機器を減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める法定耐用年数（以下「法定耐用年数」と
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いう。）の期間，補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければなら

ない（温室効果ガス排出量見える化システムを除く。）。ただし，天災地変その他補

助事業者の責めに帰することのできない理由により，補助対象機器がき損し，又は

紛失したときは，この限りではない。 

（取得財産等の処分の制限） 

第１８条 補助事業者は，補助対象機器の法定耐用年数の期間内において，当該補助

対象機器を譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，又は廃棄（以下「処分」とい

う。）しようとするときは，あらかじめ財産処分承認申請書（様式第１１号）を市

長に提出し，その承認を受けなければならない（温室効果ガス排出量見える化シス

テムを除く。）。  

２ 市長は，前項の申請を受けた場合には，申請者に対し，書面により，その結果を

通知するものとする。 

３ 市長は，第１項に規定する補助対象機器の処分が，補助金等の交付目的に反する

場合は，交付した補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。  

 （報告） 

第１９条 市長は，補助金の交付を受けた補助事業者に対し，第９条第２項又は第１

４条の規定による補助金の額が確定した日の属する月の翌月から１年間の補助対象

機器の稼働状況について，報告を求めることができる。 

（協力依頼） 

第２０条 市長は，補助金の交付を受けた補助事業者及び手続代行者に対し，ライト

ダウンキャンペーン，省エネルギーに関するアンケート調査等，本市の地球温暖化

対策の推進に必要な協力を求めることができる。 

 

   附 則 

１ この要綱は，平成２７年４月２４日から施行する。 

２ 岡山市事業所用省エネ設備等導入補助金交付要綱（平成２４年８月１０日市長決 

裁）は，廃止する。 

３ この要綱は，平成２８年５月９日から施行する。 

４ この要綱は，平成２９年５月８日から施行する。 
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５ この要綱は，平成３０年５月７日から施行する。 

６ この要綱は，令和元年５月７日から施行する。 

７ この要綱は，令和２年５月７日から施行する。 

８ この要綱は，令和３年５月７日から施行する。 

９ この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

１０ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

１１ この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

１２ この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

１３ この要綱は，令和８年５月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

補助対象機器 個別要件 共通要件 

太陽光発電設備

（自家消費型） 

太陽光発電設備により発電した電

力を事業所等で自家消費するもので

あって，次に掲げる要件をいずれも

満たすこと。 

ア 太陽電池モジュールが一般財

団法人電気安全環境研究所（Ｊ

ＥＴ）の認証を受けているもの

又はそれと同等以上の性能及び

品質が確認されているものであ

ること。 

イ 太陽電池モジュールの公称最

大出力合計値及びパワーコンデ

ィショナーの定格出力合計値の

いずれもが１０ｋＷ以上（小数

点以下２桁未満切捨て）である

こと。  

１ 補助対象機器が未 

使用のものであるこ 

と。 

２ 補助対象機器に係

るリースの取り扱い

については，次のと

おりであること。 

(1)「法定耐用年

数」以上（太陽光

発電設備において

は１０年以上，Ｌ

ＥＤ照明器具につ

いては６年以上）

の契約を締結して

いること。 

(2) リース事業者が
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ウ 電気事業者による再生可能エ

ネルギー電気の調達に関する特

別措置法（平成２３年法律第１

０８号）に基づく固定価格買取

制度（以下「ＦＩＴ」とい

う。）による設備認定を受けて

いないこと。 

補助対象機器を貸

与する場合にあっ

ては，補助対象機

器の月々のリース

料の額が，当該補

助対象機器の借受

人に対し，この要

綱による補助金相

当額が還元されて

いると認められる

水準であること。 

３ 補助対象機器に係

るＰＰＡの取り扱い

については，次のと

おりであること。 

(1)１０年以上の契約

を締結しているこ

と。 

(2)ＰＰＡ事業者が補

助対象機器を設置す

る場合にあっては，

補助金相当額を月々

の電気料金から減額

（割引）することに

より還元すること。

又は補助金相当額を

現金等で還元するこ

と。 

４ 同種の既設設備の

ガスコージェネレ

ーションシステム 

次に掲げる要件をいずれも満たす

こと。 

ア 定格発電出力が５ｋＷ以上で

あること。 

イ ガスエンジンユニットの日本

工業規格（以下「ＪＩＳ」とい

う。）に基づく発電及び排熱利

用総合効率が低位発熱量基準で

８０％以上であること。 

ウ 貯湯ユニットの容量が１２０ 

リットル以上であること。 

 

ＬＥＤ照明器具 国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律（平成１２年

法律第１００号。以下「グリーン

購入法」という。）の基本方針の判

断の基準（基準値２）を満たす器

具であること。 

ただし，既存照明器具の管及び

球のみを交換するもの並びに内照

式表示灯は対象としない。 
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高効率空調機器 グリーン購入法の基本方針の判断 

基準（基準値２）を満たす器具で

あること。 

 

更新であること。（Ｌ

ＥＤ照明器具及び高

効率空調機器に限

る。）。 

５ 導入に係る補助対

象機器の二酸化炭素

の排出削減効果が１

５％以上見込まれる

こと（ＬＥＤ照明器

具及び高効率空調機

器に限る。）。 

６ 導入に係る補助対

象機器の二酸化炭素

の排出削減量が１t以

上見込まれること

（ＬＥＤ照明器具及

び高効率空調機器に

限る。）。 

７ 店舗等併用住宅に

ついては、事業所部

分を専ら事業の用に

供していることが構

造上明らかである場

合にのみ対象とす

る。 

太陽熱利用システ

ム（強制循環型） 

強制循環型ソーラーシステムであ 

って，ＪＩＳに適合したもの又は一 

般財団法人ベターリビングの優良住

宅部品（ＢＬ部品）認定を受けたも

のであること。 

 

蓄電池 次に掲げる要件をいずれも満たす

こと。 

ア 家庭用蓄電池にあっては，一

般社団法人環境共創イニシアチ

ブ（以下「ＳＩＩ」という。）

が補助対象として登録している

機器であること。産業用蓄電池

にあっては，ＪＩＳ規格又は一

般社団法人電池工業会規格に準

拠していること。 

イ 蓄電池容量が１ｋＷｈ以上の

もの。 

ウ 常時，太陽光発電設備と接続

し，同機器が発電する電力を充

放電すること。 



（事業所用） 
 

エネルギー管理シ

ステム 

電気の使用量を計測し，監視予測 

等をするものであって，見える化が

図られ，目標電力を超える場合に警

報又は自動で電力使用の抑制ができ

るものであること。 

温室効果ガス排出

量見える化システ

ム 

次に掲げる要件をいずれも満たす

こと。 

ア ＧＨＧプロトコルに適合し，

スコープ１～２又はスコープ１

～３を算定するシステムである

こと。 

イ 令和８年３月１日以降に契約

したシステムであること。 

 

別表第２（第７条関係） 

補助対象機器 補助金額 

太陽光発電設備（自

家消費型） 

 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコン

ディショナーの定格出力合計値のいずれか小さい方に１ｋＷ

当たり３万円を乗じて得た額であって，１５０万円を上限と

する。 

ガスコージェネレ

ーションシステム 

 補助対象経費に３分の１を乗じて得た額であって，１５０

万円を上限とする。 

ＬＥＤ照明器具  補助対象経費に３分の１を乗じて得た額であって，４０万

円を上限とする。 

高効率空調機器 高効率空調機器の馬力に１馬力あたり４万円を乗じて得た

額であって，６０万円を上限とする。（導入機器のカタログ

等で馬力が確認できない場合は，定格暖房標準能力を２．８

で除し，小数点第２位を切り捨てた値を導入機器の馬力とみ

なす。） 



（事業所用） 
 

太陽熱利用システ

ム（強制循環型） 

補助対象経費に３分の１を乗じて得た額であって，５０万

円を上限とする。 

蓄電池 蓄電池容量（家庭用蓄電池にあっては、ＳＩＩに登録され

た蓄電容量）１ｋＷｈ当たり１．５万円を乗じて得た額であ

って，家庭用（定格容量と電槽数の積の合計が４，８００Ａ

ｈ・セル未満）は２０万円，産業用（定格容量と電槽数の積

の合計が４，８００Ａｈ・セル以上）は７５万円を上限とす

る。 

エネルギー管理シ

ステム 

補助対象経費に５分の１を乗じて得た額であって，１００

万円を上限とする。 

温室効果ガス排出

量見える化システ

ム 

補助対象経費に２分の１を乗じて得た額であって,１０万

円を上限とする。 

 

別表第３（第８条関係） 

補助対象機器 個別必要書類 共通書類 

太陽光発電設備

（自家消費型） 

誓約書（様式第４

号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 契約書，見積書，注文書等，

補助対象機器の導入に係る導入

者及び経費の内訳（温室効果ガ

ス排出量見える化システムにあ

っては,システムの利用料及び利

用期間）が確認できる書類の写

し 

２ 補助対象機器を導入する事 

業所又は集合住宅の位置図（温

室効果ガス排出量見える化シス

テムを除く補助対象機器の導入



（事業所用） 
 

ガスコージェネレ

ーションシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に限る。） 

３ 補助対象機器を設置する場所

の現況配置図及び計画配置図

（温室効果ガス排出量見える化

システムを除く補助対象機器の

導入に限る。また，同種の機器

を複数導入する場合にあっては

現況配置図及び計画配置図が比

較できる番号を付すこと。な

お，現況と同位置に同数の機器

を導入する場合にあっては，現

況配置図は計画配置図を兼ねる

ことができる。） 

４ 補助対象機器を設置する場所

の写真（温室効果ガス排出量見

える化システムを除く補助対象

機器の導入に限る。なお，同種

の機器を複数導入する場合にあ

っては配置図と比較できる番号

を付すこと。） 

５ 補助対象機器の仕様が確認で

きる資料（カタログ，仕様書等

をいう。高効率空調機器につい

ては，補助対象機器の馬力が確

認できる資料） 

６ 既設機器の仕様が確認できる

資料（カタログ，仕様書，写真

等をいう。ＬＥＤ照明器具及び

高効率空調機器に限る。） 

ＬＥＤ照明器具  

高効率空調機器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（事業所用） 
 

太陽熱利用システ

ム（強制循環型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 滞納無証明書（市税に係る徴

収金の滞納がないことを岡山市

長が証明した書類で，発行後３

月以内のもの。申請者がリース

事業者の場合にあっては，リー

ス事業者，借受人双方のもの。

また，申請者がＰＰＡ事業者の

場合にあっては，ＰＰＡ事業

者，サービス利用者双方のも

の。） 

８ リース料金算定根拠明細書

（様式第３号。申請者がリース

事業者の場合に限る。） 

９ 経済的負担軽減措置内容説明

書（様式第１２号。ＰＰＡの場

合に限る。） 

１０ 履歴事項全部証明書又は現

在事項全部証明書（申請者が法

人の場合。発行後３月以内のも

の。申請者がリース事業者の場

合にあっては，リース事業者，

借受人双方のもの。また，申請

者がＰＰＡ事業者の場合にあっ

ては，ＰＰＡ事業者，サービス

利用者双方のもの。登記情報サ

ービスによりインターネットか

蓄電池 ア 「太陽光発電から

の電力受給契約のご

案内」や太陽光発電

設備の保証書の写し

など太陽光発電設備

の設置が確認できる

書類 

イ 家庭用蓄電池にあ

っては，製品カタロ

グや仕様書の写し等

システムパッケージ

型番と構成機器が確

認できる資料（保証

書等に記載されてい

ない場合に限る。） 

 



（事業所用） 
 

エネルギー管理シ

ステム 

 ら取得したものは不可。） 

１１ 直近の確定申告書Ｂの写し

（申請者が個人事業者の場合。

ただし，新規事業者の場合にあ

っては，税務署受付印のある個

人事業開設証明書の写し）  

１２ 補助対象機器を導入する建

物の登記事項証明書（発行後３

月以内のもの。登記情報サービ

スによりインターネットから取

得したものは不可。）又は賃貸

借契約書等所有者が確認できる

書類（申請者又は借受人以外が

所有する建築物に，温室効果ガ

ス排出量見える化システムを除

く補助対象機器を導入する場合

に限る。分譲共同住宅の共用部

への導入を除く。） 

１３ 補助対象機器を導入する土

地の登記事項証明書（発行後３

月以内のもの。登記情報サービ

スによりインターネットから取

得したものは不可。）又は賃貸借

契約書等所有者が確認できる書

類（申請者又は借受人以外が所

有する土地に，温室効果ガス排

出量見える化システムを除く補

助対象機器を導入する場合に限

る。分譲共同住宅の共用部への

温室効果ガス排出

量見える化システ

ム 

 



（事業所用） 
 

導入を除く。） 

１４ 承諾書（申請者又は借受人

以外が所有する建築物及び土地

に温室効果ガス排出量見える化

システムを除く補助対象機器を

導入する場合に限る。） 

１５ 補助対象機器の導入に係る

議決書等の写し(分譲共同住宅の

共用部分への導入に限る。) 

１６ 二酸化炭素の排出削減効果 

の算定及び算出根拠（ＬＥＤ照 

明器具及び高効率空調機器の導 

入に限る。） 

１７ その他市長が必要と認める 

書類 

 


